
二
五

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

朝　
　

治　
　

啓　
　

三

は
じ
め
に

　

我
が
国
の
西
洋
史
教
科
書
で
は
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
が
一
二
六
五
年
に
州
代
表
や
都
市
代
表
を
召
集
し
た
パ
ー
ラ
メ
ン
ト

が
、
英
国
議
会
庶
民
院
の
起
源
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
一
三
世
紀
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
近
代
の
議
会
と
同
質
の
制
度
或
い
は
機

構
と
み
な
し
て
よ
い
も
の
か
。
国
王
と
世
俗
諸
侯
と
の
国
制
を
め
ぐ
る
対
立
、
抗
争
の
中
で
召
集
さ
れ
た
一
二
六
五
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン

ト
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
な
視
角
で
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

一
二
六
五
年
一
月
召
集
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
二
月
半
ば
に
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
議
題
、
す
な
わ
ち
一
二
六
四
年
五
月
の
リ
ュ
イ
ス

の
戦
い
の
後
、
休
戦
状
態
を
保
証
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
「
リ
ュ
イ
ス
の
和
」
に
基
づ
い
て
立
案
さ
れ
た
六
月
の
「
統
治
の
形
式
」

の
承
認
と
、
平
和
を
保
障
す
る
人
質
と
さ
れ
て
い
た
王
子
エ
ド
ワ
ー
ド
を
釈
放
す
る
条
件
の
作
成
と
い
う
議
題
を
議
論
し
終
え
た
模
様

で
、
州
代
表
の
騎
士
た
ち
は
故
郷
へ
と
帰
さ
れ
た（

（
（

。
し
か
し
そ
の
後
も
諸
侯
た
ち
は
ロ
ン
ド
ン
に
残
っ
て
、
人
質
と
な
っ
て
い
た
エ
ド

ワ
ー
ド
の
釈
放
条
件
の
具
体
策
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
て
、
三
月
初
め
に
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
決
定
事
項
が
国
王
ヘ
ン
リ
三
世
に
よ
っ
て

発
表
さ
れ
、
エ
ド
ワ
ー
ド
ら
が
釈
放
さ
れ
て
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
終
了
し
た（

（
（

。
三
月
八
日
付
の
ヘ
ン
リ
の
声
明
を
読
む
と
、
こ
の
パ
ー

ラ
メ
ン
ト
で
、
前
年
六
月
と
八
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
議
決
さ
れ
た
新
し
い
国
制
が
承
認
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
大
憲
章
や
御
料
林
憲

章
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
条
款
を
国
王
や
王
子
が
遵
守
す
る
と
約
束
し
た
こ
と
を
、
こ
の
声
明
を
読
む
す
べ
て
の
者
が
知
る
べ
し
と
書
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二
六

か
れ
て
い
る（

（
（

。
つ
ま
り
二
月
後
半
以
降
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
新
し
く
合
意
さ
れ
た
の
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
の
釈
放
条
件
の
具
体
策
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
外
は
既
に
合
意
さ
れ
て
い
た
内
容
を
確
認
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
大
憲
章
や
御
料
林
憲
章
、
そ
し
て
ウ
ェ
ス
ト

ミ
ン
ス
タ
条
款
を
再
確
認
す
る
こ
と
は
ヘ
ン
リ
三
世
時
代
に
何
度
も
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
度
の
新
規
事
項
で
は
な
い
。
エ
ド
ワ
ー
ド

を
人
質
に
し
て
い
た
の
は
、
前
年
六
月
成
立
の
新
し
い
国
制
を
維
持
す
る
た
め
の
臨
時
の
措
置
で
あ
る
か
ら
、
六
五
年
三
月
に
新
し
い

国
制
が
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
確
認
さ
れ
た
時
点
で
、
人
質
を
設
置
す
る
必
要
は
な
く
な
り
、
釈
放
さ
れ
た
。
こ
の
経
過
を
見
る
と
、
こ
の

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
最
重
要
事
項
は
、
前
年
六
月
以
後
に
成
立
し
た
国
制
を
、
国
王
と
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
へ
の
被
召
集
者
と
が
確
認
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

そ
の
新
し
い
国
制
と
は
何
な
の
か
。
そ
の
国
制
成
立
に
あ
た
っ
て
、
従
来
通
り
召
集
さ
れ
た
諸
侯
だ
け
で
な
く
、
初
め
て
召
集
さ
れ

た
州
代
表
や
都
市
代
表
が
、
議
論
に
参
加
し
、
決
定
を
行
っ
た
の
か
。
州
や
都
市
の
代
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
代
表
と
し
て
、
地

域
共
同
体
が
中
央
の
政
府
に
対
し
て
要
求
し
た
い
事
案
を
持
っ
て
召
集
に
応
じ
た
の
か
。
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
へ
の
召
集
を
、
地
域
共
同
体

の
側
か
ら
国
王
や
、
レ
ス
タ
伯
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
に
要
求
し
て
い
た
の
か
。
シ
モ
ン
は
如
何
な
る
意
図
が
あ
っ
て
そ
れ
ら

の
代
表
を
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
へ
召
集
し
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
く
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
し
よ
う（

（
（

。

一　

「
大
諸
侯
的
国
制
」
の
成
立
と
挫
折

　

一
二
六
四
年
六
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
決
定
さ
れ
た
新
し
い
国
制
と
は
何
か
。
そ
の
成
立
に
至
る
過
程
を
辿
っ
て
お
く
。
そ
れ
が
成

立
す
る
以
前
に
は
、
一
二
五
八
年
六
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
成
立
し
た
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
に
基
づ
く
国
制
が
、
国
王
と
諸
侯
の
合

意
に
よ
り
成
立
し
実
際
に
運
用
さ
れ
て
い
た
。
内
容
の
詳
細
は
他
に
譲
る
が（

（
（

、
一
二
六
四
年
時
点
で
の
国
制
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
論

点
に
関
し
て
い
え
ば
、
王
国
の
統
治
権
を
国
王
が
単
独
で
行
使
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
国
王
側
の
代
表
と
諸
侯
の
団
体
側
の
代
表
と
が

合
わ
さ
っ
て
構
成
す
る
カ
ウ
ン
シ
ル
（
国
王
評
議
会
、
合
計
一
五
人
）
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
国
王
が
決
定
す
る
と
い
う
統
治
権
行
使
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二
七

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

の
仕
方
を
採
用
す
る
の
か
が
議
論
さ
れ
、
一
二
五
八
年
当
時
は
後
者
の
方
式
が
採
用
さ
れ
た（

（
（

。
こ
れ
が
新
し
い
国
制
以
前
に
存
在
し
て

い
た
い
わ
ば
「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
の
国
制
」
で
あ
る
。
王
国
統
治
権
に
関
与
し
得
る
の
は
カ
ウ
ン
シ
ル
を
構
成
す
る
直
臣
・
大
諸

侯
と
国
王
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
陪
臣
以
下
の
人
々
は
入
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
国
制
に
基
づ
い
て
カ
ウ
ン
シ
ル
は
一
二
六
〇
年
末
ご
ろ
ま
で
、
実
際
に
国
王
と
連
名
で
証
書
を
発
行
し
て
い
た（

（
（

。
そ
の
後
ヘ
ン

リ
三
世
は
ロ
ー
マ
教
皇
に
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
を
遵
守
す
る
と
い
う
宣
誓
か
ら
の
解
除
を
申
請
し
、
一
二
六
一
年
五
月
に
は
教
皇

か
ら
解
除
教
書
が
届
い
た（

（
（

。
改
革
派
諸
侯
は
分
裂
し
、
カ
ウ
ン
シ
ル
が
国
王
と
と
も
に
証
書
を
発
行
す
る
例
は
消
え
て
、
国
王
が
寵
臣

と
相
談
し
て
統
治
す
る
一
二
五
八
年
四
月
以
前
の
状
態
へ
と
戻
っ
た
。
改
革
派
諸
侯
の
う
ち
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
は
フ
ラ
ン

ス
へ
と
去
り（

（
（

、
一
二
六
二
年
に
は
グ
ロ
ス
タ
伯
リ
チ
ャ
ー
ド
が
変
死
し
た（

（1
（

。
カ
ウ
ン
シ
ル
は
機
能
し
な
く
な
っ
た
。
ヘ
ン
リ
は
単
独
で

証
書
を
発
行
し
始
め
た（

（1
（

。
こ
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
の
国
制
に
お
け
る
「
官
僚
」
に
あ
た
る
人
材
は
す
べ
て
国
王
の
家
政
役
人
で
あ

り
、
大
諸
侯
の
家
政
役
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
大
諸
侯
の
領
地
や
従
属
民
を
統
治
し
て
い
た
。
従
っ
て
一
二
六
一
年
の
ヘ
ン
リ
に
よ
る
宣
誓

解
除
宣
言
後
に
、
王
は
従
来
の
国
王
官
僚
を
使
っ
て
統
治
権
を
思
い
通
り
に
再
行
使
し
得
た
。

　

改
革
運
動
開
始
以
前
に
は
、
王
の
直
臣
・
諸
侯
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
政
役
人
を
用
い
て
自
領
地
経
営
を
行
い
、
封
臣
と
の
軍
事
的
主
従

関
係
を
通
じ
て
、
自
領
地
外
の
地
域
住
民
へ
の
支
配
を
実
行
し
て
、
王
国
の
う
ち
の
一
部
の
地
域
と
住
民
と
の
統
治
を
担
っ
て
い
た
。

諸
侯
は
私
領
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
を
確
保
し
、
令
状
復
命
権
を
行
使
し
て
、
国
王
役
人
に
代
わ
っ
て
国
王
令
状
が
命
じ
る
内
容
を
独
自
に
執

行
し
得
た（

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
国
王
と
大
諸
侯
と
が
王
国
住
民
の
統
治
を
分
担
し
て
い
る
と
い
う
状
態
を
、
大
諸
侯
的
国
制
と
呼
び
得
る
。

「
大
諸
侯
的
国
制
」
は
、
諸
侯
の
団
体
が
備
え
る
権
力
体
と
し
て
の
結
束
度
に
よ
っ
て
幾
通
り
か
の
多
様
性
を
持
ち
得
る
が
、
そ
の
中

で
も
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
に
基
づ
く
国
制
に
お
い
て
は
、
国
王
評
議
会
を
構
成
し
た
改
革
派
諸
侯
が
相
互
の
宣
誓
に
よ
っ
て
結
束
を

確
認
し
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
権
力
体
は
王
国
統
治
の
権
力
の
核
と
な
る
資
格
を
備
え
て
い
た
。（
ち
な
み
に
シ
モ
ン
自
身
は
オ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
へ
の
宣
誓
を
渋
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る（

（1
（

。
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
事
情
に
通
じ
て
い
た
彼
は
、
利
害
が
異
な
り
相
互
に
対
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二
八

立
す
る
大
諸
侯
の
、
横
断
的
連
帯
の
弱
さ
を
自
覚
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
大
諸
侯
レ
ス
タ
伯
と
し
て
の
彼
の
自
領
地
や
支
配
民
統

治
に
関
す
る
記
録
が
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
王
国
統
治
分
担
者
と
し
て
の
シ
モ
ン
の
実
力
の
多
寡
を
現
時
点
で
は
示
し
得
な
い
。

グ
ロ
ス
タ
伯
に
は
そ
の
実
力
が
あ
り
、
証
拠
も
残
っ
て
い
る（

（1
（

。
両
伯
と
も
一
二
五
八
年
に
は
宣
誓
し
た
。）

　

オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
は
王
政
を
廃
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
条
款
に
基
づ
く
国
制
は
そ
の
意
味
で
は
革
命
的
で
は
な
い
。
王
国
の
統

治
権
を
国
王
だ
け
が
行
使
し
て
い
た
状
況
か
ら
、
大
諸
侯
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
制
度
に
取
り
入
れ
る
程
度
の
変
更
を
行
っ
た

に
過
ぎ
な
い
。
大
諸
侯
は
上
記
の
よ
う
な
仕
組
み
（
令
状
復
命
権
と
私
領
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
）
で
、
王
国
の
あ
る
程
度
の
地
域
と
住
民
を

自
ら
の
家
政
役
人
と
封
臣
を
使
っ
て
統
治
し
て
い
た
か
ら
、
王
国
全
体
の
統
治
方
針
を
決
め
る
カ
ウ
ン
シ
ル
に
参
加
を
要
求
で
き
る
根

拠
は
あ
っ
た
。
ヘ
ン
リ
が
こ
の
国
制
に
宣
誓
し
た
理
由
は
、
シ
チ
リ
ア
十
字
軍
用
の
献
金
へ
の
賛
同
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
開
封

勅
書
や
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
に
は
そ
の
目
的
の
た
め
に
諸
侯
が
努
力
す
る
旨
の
条
文
が
あ
り
、
王
に
と
っ
て
も
直
臣
・
大
諸
侯
に
王

国
統
治
権
の
一
部
を
担
わ
せ
る
こ
と
に
は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た（

（1
（

。

　

国
王
が
各
州
の
王
領
地
と
住
民
を
統
治
す
る
た
め
の
地
方
役
人
は
事
実
上
シ
ェ
リ
フ
の
み
で
あ
り
、
各
州
の
シ
ェ
リ
フ
は
現
地
人
の

う
ち
国
王
に
帰
属
心
を
抱
く
有
力
者
を
下
僚
と
し
て
動
員
し
て
、
中
央
か
ら
の
命
令
を
地
域
に
伝
え
て
実
行
さ
せ
、
住
民
か
ら
国
王
へ

の
金
銭
取
り
立
て
を
担
わ
せ
た
。
国
王
と
の
間
に
封
主
封
臣
関
係
を
持
た
な
い
ジ
ェ
ン
ト
リ
な
ど
現
地
有
力
者
の
、
シ
ェ
リ
フ
の
命
令

へ
の
従
属
度
は
州
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
決
し
て
網
羅
的
で
は
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
ン
ト
リ
等
に
は
地
域
内
の
権
力
争
い
の
解
決
が
重
要

で
あ
り
、
紛
争
を
解
決
し
、
結
果
を
保
証
す
る
権
力
と
し
て
、
シ
ェ
リ
フ
や
時
折
派
遣
さ
れ
る
巡
回
裁
判
官
を
通
し
て
、
第
三
者
的
権

力
と
し
て
国
王
の
権
力
を
利
用
し
て
い
た
。
地
域
社
会
に
は
そ
れ
独
自
の
権
力
構
造
と
、
域
内
利
害
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
社
会
ご
と
に
、
中
央
の
統
治
方
針
と
は
異
な
る
、
そ
し
て
地
域
社
会
の
大
権
者
で
も
あ
る
大
諸
侯
の
意
向
と
も
異
な
る
、
い

わ
ば
「
地
元
の
意
向
」
が
生
じ
得
た（

（1
（

。

　

国
王
が
実
権
を
回
復
し
た
一
二
六
一
年
以
後
、「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
の
国
制
」
は
機
能
し
な
く
な
り
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
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二
九

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

で
決
め
ら
れ
て
い
た
シ
ェ
リ
フ
任
免
規
定
な
ど
も
無
視
さ
れ
、
カ
ウ
ン
シ
ル
の
助
言
な
し
に
国
王
が
直
接
シ
ェ
リ
フ
を
任
免
し
た（

（1
（

。
と

こ
ろ
が
一
二
六
三
年
春
ウ
ェ
ー
ル
ズ
辺
境
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
辺
境
バ
ロ
ン
た
ち
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
諸
勢
力
と
の
間
に
武
力
衝
突
が
生

じ
、
こ
れ
に
関
連
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
で
も
紛
争
が
発
生
し
た
。
ヘ
ン
リ
は
独
力
で
は
紛
争
を
鎮
圧
し
得
ず
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
英

し
た
シ
モ
ン
は
若
手
諸
侯
の
帰
属
心
を
捉
え
て
紛
争
を
解
決
し
得
た
。
同
年
七
月
一
六
日
、
ヘ
ン
リ
と
シ
モ
ン
と
の
間
に
和
平
協
定
が

結
ば
れ
、
一
二
五
八
年
諸
侯
が
樹
立
し
た
国
制
を
王
が
受
け
入
れ
、
国
王
の
城
の
一
部
を
シ
モ
ン
ら
に
引
き
渡
す
、
ま
た
外
国
人
を
王

国
統
治
に
採
用
し
な
い
こ
と
な
ど
を
ヘ
ン
リ
が
認
め
た（

（1
（

。
さ
ら
に
ヘ
ン
リ
が
拒
否
し
て
い
た
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
を
復
活
す
る
た
め

に
、
必
要
な
修
正
を
行
う
た
め
の
改
革
委
員
会
を
国
王
と
改
革
派
諸
侯
と
の
双
方
に
よ
っ
て
設
立
す
る
こ
と
も
決
め
た（

（1
（

。「
オ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
条
款
の
国
制
」
が
復
活
し
た
か
に
見
え
た
が
、
条
款
の
修
正
・
改
革
の
た
め
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
決
着
は
つ
か

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
両
派
の
和
平
を
実
現
す
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
九
世
に
仲
裁
を
依
頼
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
が
要
求
事
項
を
文

書
に
し
て
ル
イ
へ
と
送
っ
た（

（2
（

。

　

一
二
六
四
年
一
月
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ミ
ア
ン
で
ル
イ
は
裁
定
を
下
し
た
。
そ
の
裁
定
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
と
そ
れ
に
よ
っ
て
設
立

さ
れ
た
す
べ
て
の
制
度
を
残
ら
ず
否
認
し
、
ヘ
ン
リ
が
一
二
五
八
年
以
前
の
総
て
の
権
力
を
回
復
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
シ
モ
ン
ら
の

改
革
派
諸
侯
へ
は
恩
赦
が
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
の
国
制
」
は
復
活
で
き
ず
、
改
革
運
動
の
諸
成
果

は
否
認
さ
れ
た（

（2
（

。
ヘ
ン
リ
は
権
力
回
復
を
ル
イ
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
武
力
で
シ
モ
ン

と
そ
の
賛
同
者
の
勢
力
を
制
圧
し
始
め
た
。
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
軍
を
召
集
し
、
四
月
四
日
に
シ
モ
ン
派
の
軍
が
立
て
籠
る
ノ
ー
サ
ム

プ
ト
ン
で
戦
闘
が
あ
っ
た（

（2
（

。
シ
モ
ン
派
の
軍
は
敗
れ
多
く
の
武
将
が
国
王
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
ロ
チ
ェ
ス
タ
で
も
軍
事
衝
突

が
あ
っ
た
が
、
ヘ
ン
リ
軍
は
シ
モ
ン
派
の
軍
を
圧
倒
し
た
。
シ
モ
ン
自
身
は
ノ
ー
サ
ム
プ
ト
ン
の
戦
い
に
は
参
加
せ
ず
、
ロ
ン
ド
ン
を

拠
点
に
し
て
い
た
。
そ
こ
で
ヘ
ン
リ
軍
は
大
陸
と
の
連
携
を
確
保
す
る
た
め
、
ロ
ン
ド
ン
を
迂
回
し
て
ケ
ン
ト
や
サ
セ
ッ
ク
ス
の
沿
岸

を
行
軍
し
た
。
五
月
一
二
、
一
三
日
に
司
教
が
シ
モ
ン
派
諸
侯
団
の
使
者
と
な
っ
て
ヘ
ン
リ
軍
と
交
渉
し
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
改
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三
〇

訂
に
向
け
て
の
会
議
が
行
わ
れ
た
が
、
ヘ
ン
リ
や
王
弟
リ
チ
ャ
ー
ド
が
条
款
再
興
に
反
対
し
て
和
平
は
成
立
し
な
か
っ
た（

（2
（

。
話
し
合
い

に
よ
る
解
決
が
困
難
と
な
っ
た
結
果
、
五
月
一
四
日
に
サ
セ
ッ
ク
ス
の
リ
ュ
イ
ス
で
戦
闘
が
あ
り
、
シ
モ
ン
軍
が
大
勝
し
た
。
す
な
わ

ち
王
と
王
子
と
王
弟
を
捉
え
、
王
派
と
の
間
で
「
リ
ュ
イ
ス
の
和M

ise of Lew
es

」
と
呼
ば
れ
る
和
平
協
定
を
結
び
、
オ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
条
款
の
改
訂
の
た
め
の
両
派
の
交
渉
を
行
う
こ
と
、
そ
れ
が
成
立
す
る
ま
で
の
国
制
を
決
め
る
た
め
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
召

集
す
る
こ
と
、
こ
の
休
戦
・
平
和
を
保
証
す
る
た
め
王
子
エ
ド
ワ
ー
ド
が
人
質
と
な
る
こ
と
な
ど
を
決
め
た（

（2
（

。

　

い
わ
ゆ
る
シ
モ
ン
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
こ
う
し
て
一
二
六
四
年
六
月
に
召
集
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
召
集
権
者
は
国
王
で
あ
り
、

シ
モ
ン
で
は
な
い
。
リ
ュ
イ
ス
の
戦
場
で
戦
闘
の
後
、
小
修
道
院
へ
避
難
し
た
ヘ
ン
リ
は
、
そ
の
夜
の
交
渉
で
シ
モ
ン
が
傍
に
付
き
添

う
こ
と
に
合
意
し
た
の
で
、
そ
の
後
は
、
一
二
六
五
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
も
、
シ
モ
ン
が
戦
死
す
る
イ
ヴ
シ
ャ
ム
の
戦
い
で
も
、
ヘ

ン
リ
は
シ
モ
ン
と
と
も
に
移
動
し
た
。
六
月
四
日
に
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
へ
州
代
表
の
騎
士
を
召
集
し
た
時
の
召
集
状
も
、
ヘ
ン
リ
の
名

前
で
発
行
さ
れ
た
。
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
召
集
を
決
め
た
「
リ
ュ
イ
ス
の
和
」
の
現
物
は
現
存
し
て
い
な
い
。
そ
の
内
容
を
再
構
成
す
る
試

み
が
複
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
ま
ず
検
討
し
よ
う
。

二　

「
リ
ュ
イ
ス
の
和
」

　

デ
ナ
ル
ム=

ヤ
ン
グD

enholm
=Y

oung

は
一
九
三
三
年
に
「
リ
ュ
イ
ス
の
和
」
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
類
推
し
た（

（2
（

。「
和
」
に
あ

た
る
文
書
そ
の
も
の
は
現
存
し
な
い
が
、
そ
れ
が
結
ば
れ
た
こ
と
はRishanger

の
年
代
記
や
、
開
封
勅
書
に
記
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。
五
月

二
六
日
に
は
仏
王
ル
イ
九
世
宛
に
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
改
訂
の
仲
裁
人
と
な
る
フ
ラ
ン
ス
人
を
決
め
て
送
る
こ
と
を
期
待
す
る
旨

の
国
王
書
簡
が
発
行
さ
れ
た（

（2
（

。
そ
の
中
に
「
ロ
ン
ド
ン
で
聖
霊
降
臨
節W

hitsuntide

に
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
開
催
す
る
」
と
書
か
れ
て

い
る
。
そ
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
王
令
と
し
て
決
定
さ
れ
た
暫
定
的
国
制
で
あ
る
「
統
治
の
形
式Form

a Regim
inis

」
と
、
そ
れ
を
八

月
の
集
会
で
改
訂
し
た
「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
和Peace of Canterbury

」
の
成
立
と
有
効
期
限
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
リ
ュ
イ
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三
一

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

ス
の
和
」
は
五
月
一
四
日
夜
に
成
立
し
、
八
月
一
五
日
ご
ろ
ま
で
に
「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
和
」
が
成
立
す
る
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
。
そ
の

間
六
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
「
統
治
の
形
式
」
が
成
立
す
る
が
、
仮
の
国
制
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
仏
王
か
ら
仲
裁
引
き
受
け
の
回
答

が
届
か
な
か
っ
た
の
で
、
八
月
一
五
日
ま
で
に
「
統
治
の
形
式
」
に
条
文
を
追
加
し
た
も
の
を
「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
和
」
と
し
て
決
定
し
、

秋
に
仏
王
や
教
皇
特
使
と
の
交
渉
で
さ
ら
な
る
修
正
を
意
図
し
て
い
た
が
成
立
せ
ず
、
結
局
一
二
六
五
年
一
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
、

六
月
の
「
統
治
の
形
式
」、
八
月
の
「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
和
」
を
再
確
認
し
て
正
式
の
国
制
と
し
た
、
と
い
う
の
が
デ
ナ
ル
ム=

ヤ
ン
グ

の
解
釈
で
あ
る
。

　

こ
の
説
を
マ
デ
ィ
コ
ッ
ト
は
批
判
し
た
。
デ
ナ
ル
ム=

ヤ
ン
グ
説
で
は
「
リ
ュ
イ
ス
の
和
」
の
中
に
お
け
る
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条

款
復
活
が
意
図
さ
れ
た
点
へ
の
考
慮
が
足
り
な
い
、
シ
モ
ン
は
条
款
復
活
を
重
要
課
題
と
し
て
、
五
月
一
三
日
の
交
渉
で
も
、
国
王
へ

の
賠
償
金
を
支
払
っ
て
で
も
条
款
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
主
張
す
る（

（2
（

。
し
か
し
マ
デ
ィ
コ
ッ
ト
は
、
五
月
二
六
日
に
ヘ
ン
リ

が
ル
イ
九
世
宛
に
仲
裁
を
依
頼
す
る
た
め
に
送
っ
た
書
簡
に
は
、
条
款
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
に
も
気
付
い
て
い
る（

（2
（

。
結
局
ル
イ
か
ら

の
仲
裁
受
け
入
れ
が
届
か
な
か
っ
た
の
で
、
シ
モ
ン
は
、「
リ
ュ
イ
ス
の
和
」
よ
り
も
国
王
へ
の
諸
侯
の
影
響
力
を
強
め
た
六
月
の
王

令
「
統
治
の
形
式
」
を
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
確
定
す
る
道
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
解
す
る（

（3
（

。
六
四
年
六
月
と
六
五
年
一
月
の

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
へ
騎
士
を
召
集
し
た
の
は
、
シ
モ
ン
が
私
的
利
益
を
達
成
す
る
た
め
に
、
地
方
の
不
満
調
査
規
定
の
あ
る
オ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
条
款
の
再
興
と
い
う
公
的
な
目
標
を
掲
げ
る
と
い
う
策
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る（

（3
（

。

　

カ
ー
ペ
ン
タ
ー
説
で
は
、「
リ
ュ
イ
ス
の
和
」
時
点
で
は
、
シ
モ
ン
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
の
復
活
と
改
訂
に
力
点
を
置
い
て
い

た
と
い
う
マ
デ
ィ
コ
ッ
ト
説
を
支
持
す
る（

（3
（

。
し
か
し
、
六
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
、
シ
モ
ン
が
「
統
治
の
形
式
」
が
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

条
款
の
原
理
総
て
を
体
現
す
る
と
い
う
策
を
堅
持
し
て
、
ヘ
ン
リ
に
そ
の
策
を
押
し
付
け
た
、
と
マ
デ
ィ
コ
ッ
ト
が
断
定
し
て
い
る
点

に
は
留
保
を
つ
け
て
い
る
。
何
故
な
ら
八
月
の
「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
和
」
で
は
条
款
の
改
訂
版
で
は
な
く
、「『
統
治
の
形
式
』
が
ヘ
ン
リ

の
存
命
中
も
、
エ
ド
ワ
ー
ド
治
世
に
も
維
持
さ
れ
る
」
と
決
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
シ
モ
ン
は
八
月
ま
で
に
は
、
オ
ク
ス
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三
二

フ
ォ
ー
ド
条
款
維
持
と
い
う
策
を
捨
て
て
、「
統
治
の
形
式
」
を
正
式
国
制
に
す
る
策
へ
と
転
換
し
て
い
る
、
と
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
は
み

な
し
て
い
る
。
支
持
拡
大
の
た
め
に
騎
士
を
召
集
し
た
と
い
う
解
釈
も
疑
問
視
し
て
い
る（

（3
（

。
マ
デ
ィ
コ
ッ
ト
が
シ
モ
ン
の
政
策
は
一
貫

し
て
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
復
活
改
訂
策
で
あ
る
と
み
な
す
の
に
対
し
て
、
デ
ナ
ル
ム=

ヤ
ン
グ
と
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
は
、
六
月
パ
ー

ラ
メ
ン
ト
前
後
で
策
が
変
化
し
、
後
半
に
は
条
款
復
活
策
は
消
え
た
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

時
間
順
に
状
況
の
変
化
に
沿
っ
て
、「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
の
国
制
」
か
ら
新
国
制
へ
の
移
行
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
ア
ミ
ア
ン
裁

定
で
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
に
基
づ
く
国
制
が
否
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
シ
モ
ン
に
と
っ
て
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
に
代
わ

る
新
し
い
国
制
に
あ
た
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
五
月
に
リ
ュ
イ
ス
の
戦
い
で
国
王
軍
に
勝
利
し
た
後
、
戦
場
で
の
交
渉
で
は
、
そ
の
場

に
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
作
成
に
加
わ
っ
た
グ
ロ
ス
タ
伯
も
い
た
か
ら
、
条
款
復
活
と
そ
の
改
訂
を
国
王
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
と
い

う
方
針
の
「
リ
ュ
イ
ス
の
和
」
が
作
ら
れ
た（

（3
（

。
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
人
仲
裁
人
を
送
っ
て
欲
し
い
と
、
ル
イ
へ
五
月
二
六
日
に
依
頼
す

る
書
簡
に
は
条
款
へ
の
言
及
が
消
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
は
、
ア
ミ
ア
ン
で
否
認
さ
れ
た
条
款
に
基
づ
く
国
制
を
ル

イ
が
受
け
入
れ
る
は
ず
は
な
い
と
の
認
識
が
、
シ
モ
ン
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
六
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
作
ら
れ
た
王
令

「
統
治
の
形
式
」
で
は
、「
リ
ュ
イ
ス
の
和
」
で
決
め
ら
れ
た
条
件
が
確
定
す
る
ま
で
と
い
う
条
件
を
付
け
て
、
新
し
い
国
制
を
暫
定

的
に
決
定
し
公
布
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
八
月
に
教
皇
特
使
が
シ
モ
ン
た
ち
へ
の
破
門
の
脅
し
を
公
表
し
、
九
月
の
交
渉
で
も
条
款
復

活
を
特
使
が
否
認
し
た
の
で
、
シ
モ
ン
は
条
款
の
国
制
を
復
活
す
る
可
能
性
が
消
え
た
と
判
断
し
、
六
月
に
決
め
た
新
し
い
国
制
を
確

定
す
る
た
め
に
、
一
二
月
に
次
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
召
集
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
政
策
変
更
過
程
に
は
、
騎
士
の
支
持
を
求
め
る
と
い
う
動
機
が
全
く
含
ま
れ
な
い
。
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
は
、
シ
モ
ン
に
と
っ
て
は

新
し
い
国
制
を
国
王
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る（

（3
（

。
そ
こ
で
、
条
款
に
基
づ
く
国
制
と
「
統
治
の
形

式
」
に
よ
る
新
し
い
国
制
と
の
違
い
を
見
極
め
る
こ
と
が
、
六
四
、
六
五
年
の
シ
モ
ン
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
分
析
す
る
際
の
重
要
課
題

と
な
る
。
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三
三

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

三　

「
統
治
の
形
式
」

　

一
二
六
四
年
一
月
に
ア
ミ
ア
ン
で
ル
イ
九
世
が
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
に
基
づ
く
国
制
を
全
否
定
し
た
の
で
、
こ
の
時
点
で
「
大
諸

侯
的
国
制
」
は
一
旦
終
了
し
た
。
ヘ
ン
リ
は
王
国
統
治
権
を
す
べ
て
回
復
し
、
そ
の
体
制
を
崩
そ
う
と
す
る
勢
力
を
国
王
の
敵
と
し
て

武
力
排
除
す
る
政
策
の
根
拠
を
得
た
。
一
方
シ
モ
ン
は
直
臣
と
し
て
封
主
で
あ
る
国
王
に
臣
従
す
る
意
思
を
持
ち
つ
つ
も
、
前
年
七
月

の
合
意
に
従
っ
て
条
款
に
基
づ
く
国
制
を
修
正
し
て
で
も
復
活
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
五
月
一
二
、
一
三
日
の
司
教
を
通
じ
て
の

国
王
と
の
交
渉
で
も
そ
の
意
図
を
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
の
後
国
王
へ
の
忠
誠
誓
約
を
一
旦
破
棄
し
、
リ
ュ
イ
ス
の
戦
い
で
勝
利
し
た

の
ち
、
国
王
と
の
交
渉
で
も
条
款
の
修
正
と
復
活
を
述
べ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
五
月
二
六
日
発
行
の
ル
イ
九
世
へ
の

書
簡
で
は
、
条
款
復
活
の
件
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ル
イ
は
既
に
一
月
に
条
款
を
否
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
復
活
は
期
待
で
き
な

か
っ
た
。
実
際
ル
イ
か
ら
の
回
答
は
七
月
に
な
っ
て
も
届
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
シ
モ
ン
の
選
択
肢
は
狭
め
ら
れ
、
条
款
に
基
づ
く
国

制
を
復
活
さ
せ
る
ま
で
の
間
の
臨
時
の
国
制
を
打
ち
立
て
施
行
す
る
必
要
が
、
六
月
初
め
ま
で
に
は
出
て
き
た
。
そ
れ
が
条
款
の
打
ち

立
て
た
「
大
諸
侯
的
国
制
」
と
は
異
な
る
、
暫
定
的
国
制
で
あ
る
と
「
統
治
の
形
式
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
パ
ー
ラ
メ
ン
ト

で
制
定
す
る
こ
と
は
五
月
の
「
リ
ュ
イ
ス
の
和
」
で
合
意
さ
れ
て
い
る
。

　

「
統
治
の
形
式
」
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
の
方
針
を
受
け
継
ぐ
部
分
と
、
革
新
す
る
部
分
と
か
ら
成
り
立
つ（

（3
（

。
国
王
が
諸
侯
と
協

力
し
て
王
国
統
治
権
を
行
使
す
る
こ
と
、
及
び
国
王
評
議
会
（
カ
ウ
ン
シ
ル
）
を
諸
侯
が
構
成
す
る
こ
と
は
条
款
と
同
じ
で
あ
る
。
大

き
く
変
わ
っ
た
の
は
カ
ウ
ン
シ
ル
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
条
款
で
は
カ
ウ
ン
シ
ル
つ
ま
り
一
五
人
委
員
会
を
構
成
す
る
人
物
を
選
ぶ
方

法
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
国
王
側
一
二
人
の
委
員
が
、
諸
侯
側
一
二
人
委
員
の
う
ち
か
ら
二
名
を
指
名
し
、
諸
侯
側
一
二

人
委
員
も
国
王
側
一
二
人
委
員
の
う
ち
か
ら
二
名
を
指
名
す
る
。
こ
の
合
計
四
名
が
、
一
五
人
の
委
員
を
選
出
し
て
カ
ウ
ン
シ
ル
が
構

成
さ
れ
る
、
と
い
う
仕
組
み
で
あ
っ
た（

（3
（

。
従
っ
て
そ
の
中
に
は
改
革
諸
侯
側
だ
け
で
な
く
、
国
王
側
の
委
員
も
い
た
。
王
国
の
統
治
上
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三
四

の
重
要
問
題
に
つ
い
て
国
王
に
助
言
す
る
カ
ウ
ン
シ
ル
の
権
限
は
、
こ
う
し
て
国
王
と
改
革
派
諸
侯
と
の
間
で
分
有
さ
れ
た
上
で
、
合

意
点
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
て
い
た
。（
分
有
が
分
裂
を
引
き
起
こ
す
要
因
に
な
っ
た
。）

　

こ
れ
に
対
し
て
「
統
治
の
形
式
」
で
は
王
国
統
治
を
直
接
担
う
の
は
国
王
で
は
な
く
、
シ
モ
ン
で
も
な
く
、
九
人
の
聖
俗
諸
侯
か
ら

な
る
委
員
会
で
あ
る
。
国
王
は
国
王
お
よ
び
王
国
の
役
人
（
最
高
司
法
官
、
大
法
官
、
財
務
府
長
官
、
王
城
守
護
な
ど
）
の
任
免
権
を

持
つ
が
、
そ
の
際
九
人
委
員
会
の
助
言
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
規
定
は
か
つ
て
ヘ
ン
リ
が
条
款
の
国
制
に
つ
い
て
の
不
満
を
述
べ
た
際

に
、
国
王
役
人
の
任
免
権
を
カ
ウ
ン
シ
ル
が
奪
っ
た
と
述
べ
た
こ
と
へ
の
対
策
で
あ
ろ
う
。
そ
の
九
人
委
員
会
を
指
名
す
る
権
限
を
持

つ
の
は
レ
ス
タ
伯
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
、
グ
ロ
ス
タ
伯
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ド
・
ク
レ
ア
、
チ
チ
ェ
ス
タ
司
教
の
三
名
か
ら
な
る

委
員
会
で
あ
っ
た
。（
リ
ュ
イ
ス
は
チ
チ
ェ
ス
タ
司
教
区
に
在
る
。）
九
人
の
委
員
の
任
免
は
国
王
が
権
限
を
行
使
す
る
が
、
そ
の
際
三

人
委
員
会
の
助
言
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
三
人
の
委
員
を
任
命
す
る
の
は
国
王
で
あ
る
が
、
任
免
の
際
に
は
、
国
王
は
高
位
聖
職
者
と

バ
ロ
ン
の
助
言
に
基
づ
く
義
務
が
あ
る
。（
助
言
の
際
、
騎
士
の
参
加
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
）
実
際
に
、
こ
の
度
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト

開
催
中
の
六
月
二
三
日
に
、
国
王
が
シ
モ
ン
ら
三
名
を
三
人
委
員
会
構
成
員
と
し
て
任
命
し
た
。
九
名
の
名
も
「
統
治
の
形
式
」
に
明

記
さ
れ
て
お
り
、
聖
俗
諸
侯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
両
委
員
会
の
決
議
は
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
る
。

　

こ
れ
ら
は
統
治
権
を
行
使
す
る
九
人
委
員
会
の
任
免
を
、
国
王
が
単
独
で
は
行
い
得
な
い
規
定
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
国
王
の
利

害
を
代
弁
す
る
委
員
だ
け
で
カ
ウ
ン
シ
ル
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
原
理
的
に
な
く
な
っ
た
。
九
人
委
員
会
を
構
成
す
る
聖
俗
諸
侯
の
間

で
政
治
的
分
裂
が
生
じ
て
も
、
三
人
委
員
会
が
補
充
す
る
の
で
、
直
ち
に
「
統
治
の
形
式
」
で
制
度
化
さ
れ
た
国
制
は
崩
れ
る
こ
と
は

な
い
。
一
二
六
一
年
に
生
じ
た
失
敗
か
ら
シ
モ
ン
は
学
ん
で
い
る
。
こ
の
点
が
「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
の
国
制
」
と
、「
統
治
の
形

式
」「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
和
」
に
よ
る
新
し
い
国
制
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
の
新
し
い
国
制
に
は
三
人
委
員
会
が
二
つ

に
分
裂
し
た
時
に
は
、
こ
の
国
制
を
維
持
で
き
な
く
な
る
弱
点
が
あ
る
。
チ
チ
ェ
ス
タ
司
教
は
シ
モ
ン
支
持
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
面

そ
の
心
配
は
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
翌
年
五
月
に
グ
ロ
ス
タ
伯
が
シ
モ
ン
か
ら
離
れ
た
と
き
に
、
そ
の
弱
点
が
表
面
化
し
た
。

0441_2-03- 朝治啓三先生 _v15



三
五

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

　

条
款
の
規
定
と
異
な
る
点
は
他
に
も
あ
る
。
六
月
の
「
統
治
の
形
式
」
を
踏
ま
え
て
、
八
月
に
次
の
規
定
が
付
加
さ
れ
た
。
カ
ウ
ン

シ
ル
員
、
王
城
守
護
職
、
そ
の
他
の
国
王
役
人
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
帰
属
す
る
者
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
一
二
五

八
年
以
来
シ
モ
ン
が
敵
対
し
て
い
た
外
人
と
は
リ
ュ
ジ
ニ
ャ
ン
家
や
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
出
身
者
で
あ
る
が
、
五
八
年
の
条
款
に
は
外
人
排
除

規
定
は
な
か
っ
た（

（3
（

。
ま
た
条
款
に
あ
っ
て
「
統
治
の
形
式
」
に
無
い
の
は
地
方
統
治
改
革
に
関
す
る
規
定
で
あ
る（

（3
（

。
結
論
が
出
て
い
な

い
項
目
を
含
め
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
「
統
治
の
形
式
」
に
は
国
制
に
お
け
る
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
構
成
員
に
関
す
る
規

定
が
な
い
。
大
憲
章
や
御
料
林
憲
章
の
遵
守
規
定
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
に
も
あ
っ
た
が
、
今
回
は
前
年
に
国
王
が
再
公
布
し
た

ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
条
款
の
遵
守
を
も
規
定
し
て
お
り
、
一
二
五
八
年
以
来
の
成
果
の
う
ち
、
王
と
諸
侯
が
と
も
に
同
意
し
た
事
項
を

引
き
継
ぐ
、
と
い
う
制
定
者
た
ち
の
意
思
を
示
し
て
い
る
。

　

「
統
治
の
形
式
」
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
遵
守
す
る
と
い
う
誓
約
を
、
三
人
の
委
員
と
九
人
の
委
員
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
役
人
に

求
め
て
い
る
。（
職
務
を
果
た
す
際
に
「
神
と
教
会
と
国
王
陛
下
と
王
国
の
名
誉
に
と
っ
て
有
益
で
誠
実
に
勤
め
る
」
こ
と
を
誓
約
す

る
と
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
改
革
派
諸
侯
団
体
を
結
束
さ
せ
る
た
め
の
誓
約
で
は
な
い
。）
つ
ま
り
こ
の
「
統
治
の
形
式
」
に
は

諸
侯
の
団
体
と
し
て
の
誓
約
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
相
互
の
誓
約
に
で
は
な
く
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
国
王
の
権
威
に
基
づ
い

て
、
決
定
事
項
の
遵
守
を
命
じ
て
い
る
。
か
つ
て
の
諸
侯
団
体
の
分
裂
へ
の
考
慮
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
一
層
、
国
王
に
委

ね
ら
れ
る
王
国
統
治
権
の
位
置
づ
け
が
変
わ
っ
た
。
す
べ
て
の
役
人
の
任
免
権
は
国
王
に
帰
属
し
て
い
る
が
、
王
は
統
治
を
自
ら
担
う

の
で
は
な
く
、
臣
下
が
構
成
す
る
委
員
会
に
委
ね
て
い
る
。
こ
の
国
制
は
ヘ
ン
リ
治
世
も
エ
ド
ワ
ー
ド
治
世
も
続
く
と
規
定
さ
れ
て
い

る
の
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
領
有
者
と
し
て
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
の
位
置
づ
け
を
、
一
二
五
八
年
の
国
制
か
ら
変
え
よ
う
と
は
し
て
い

な
い
。
し
か
し
王
国
統
治
権
の
所
在
の
重
心
は
、
国
王
か
ら
九
人
委
員
会
へ
と
移
行
し
た
。
三
人
委
員
会
を
国
王
と
九
人
委
員
会
の
間

に
介
在
さ
せ
た
こ
と
の
理
由
が
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
。

　

オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
に
は
二
四
人
委
員
会
が
教
会
の
状
態
を
改
善
す
る
と
い
う
規
定
は
あ
っ
た
が
（
第
一
七
条
）、
聖
職
者
が
カ
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三
六

ウ
ン
シ
ル
に
参
加
す
る
と
い
う
規
定
が
な
か
っ
た
。（
実
際
に
は
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
な
ど
聖
界
諸
侯
が
含
ま
れ
て
い
る
が
。）「
統
治

の
形
式
」
に
は
、
教
会
に
関
す
る
事
項
を
扱
う
際
に
は
、
三
人
委
員
会
の
う
ち
一
人
は
高
位
聖
職
者
で
あ
る
べ
し
と
い
う
規
定
が
あ
る（

（4
（

。

実
際
に
は
三
人
委
員
会
の
一
人
は
チ
チ
ェ
ス
タ
司
教
で
あ
っ
た
し
、
九
人
委
員
会
に
は
ロ
ン
ド
ン
司
教
が
含
ま
れ
て
い
た
。
州
代
表
と

な
っ
た
騎
士
層
と
同
等
の
騎
士
は
、
統
治
を
担
う
カ
ウ
ン
シ
ル
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
「
統
治
の
形
式
」
の
立
会
人
リ
ス
ト
に

も
騎
士
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

四　

オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
修
正
を
め
ぐ
る
交
渉

　

「
統
治
の
形
式
」
は
、「
リ
ュ
イ
ス
の
和
」
で
合
意
さ
れ
て
い
た
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
に
基
づ
く
最
終
的
な
国
制
が
樹
立
さ
れ
る

ま
で
の
、
暫
定
的
な
国
制
で
あ
る
。
改
訂
の
た
め
の
交
渉
は
七
月
初
め
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
大
陸
へ
逃
亡
し
た
王
妃
や
国
王
派
の
諸

侯
、
さ
ら
に
は
か
つ
て
の
改
革
派
で
そ
の
後
国
王
派
へ
と
転
じ
た
諸
侯
た
ち
が
、
軍
隊
を
率
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
侵
入
し
、
ヘ
ン
リ

を
救
出
し
か
つ
て
の
王
政
を
再
興
す
る
機
会
を
窺
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
モ
ン
は
七
月
六
日
と
九
日
に
封
建
軍
を
召
集
し
た（

（4
（

。

ル
イ
は
ヘ
ン
リ
が
事
実
上
の
人
質
と
な
っ
て
い
る
と
み
な
し
て
、
シ
モ
ン
か
ら
の
仲
裁
要
請
に
応
じ
て
い
な
い
。
教
皇
特
使
の
使
者
と

し
て
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ン
の
ア
ダ
ム
が
ド
ー
バ
ー
に
上
陸
し
た
が
、
そ
こ
で
止
め
ら
れ
て
、
ド
ー
バ
ー
城
守
護
の
ヘ
ン
リ
（
シ
モ
ン
の
長

男
）
は
父
シ
モ
ン
か
ら
の
指
令
を
受
け
て
、
特
使
の
来
英
を
拒
ん
だ（

（4
（

。

　

八
月
一
二
日
シ
モ
ン
派
の
代
理
人
は
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
で
特
使
と
交
渉
し
た
。
七
月
末
ま
で
に
シ
モ
ン
は
教
皇
特
使
に
対
し
て
新
し
い

提
案
を
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
会
改
革
を
盛
り
込
む
こ
と
、
外
人
は
役
職
に
は
就
け
な
い
が
、
来
英
は
許
さ
れ
る
こ
と
、

「
統
治
の
形
式
」
は
エ
ド
ワ
ー
ド
治
世
末
ま
で
続
く
と
の
文
言
を
入
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る（

（4
（

。
特
使
は
こ
の
妥
協
案
に
は
す
ぐ
に
は
応

じ
な
か
っ
た
。
一
方
シ
モ
ン
は
八
月
一
五
日
ル
イ
宛
に
新
し
い
提
案
を
行
っ
た
。
そ
の
中
に
上
記
の
「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
和
」
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
。
八
月
一
七
日
に
は
特
使
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
司
教
た
ち
宛
に
回
答
が
あ
り
、
そ
れ
は
破
門
の
脅
し
を
付
け
た
う
え
で
、
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三
七

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

シ
モ
ン
の
提
案
を
拒
否
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
九
月
一
五
日
に
シ
モ
ン
は
さ
ら
に
新
し
い
提
案
を
行
っ
た（

（4
（

。
外
人
の
役
職
就
任
を
拒
否

す
る
規
定
は
残
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
仲
裁
者
を
四
名
に
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る（

（4
（

。
九
月
二
四
日
シ
モ
ン
は
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
で
交
渉

す
る
た
め
、
三
人
の
司
教
と
ヒ
ュ
ー
・
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ピ
ー
タ
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
メ
フ
ァ
ム
を
派
遣
し
、

特
使
に
ル
イ
へ
の
と
り
な
し
を
期
待
し
た
。
カ
ウ
ン
シ
ル
に
は
外
人
を
拒
否
す
る
と
い
う
規
定
以
外
は
譲
歩
し
た
が（

（4
（

、
使
者
六
名
の
う

ち
三
名
が
帰
英
す
る
途
中
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
で
襲
わ
れ
て
文
書
を
焼
か
れ
た（

（4
（

。
交
渉
は
破
れ
、
使
者
は
一
〇
月
三
日
に
帰
英
し
た
。
ウ
ス

タ
司
教
と
ロ
ン
ド
ン
司
教
は
交
渉
の
場
を
離
れ
る
前
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
の
釈
放
を
最
後
の
妥
協
策
と
し
て
提
案
し
た
が
、
す
べ
て
拒
否

さ
れ
た
。
一
〇
月
二
〇
日
特
使
は
シ
モ
ン
と
彼
の
賛
同
者
へ
の
破
門
状
を
公
開
し
た
。
一
〇
月
二
日
に
教
皇
ウ
ル
バ
ン
四
世
が
亡
く
な

り
、
そ
れ
以
後
は
特
使
は
彼
の
権
限
の
根
拠
を
失
っ
て
い
た
。
王
妃
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
侵
入
軍
は
資
金
の
枯
渇
に
よ
り
、
派
兵
で
き
な

く
な
っ
て
い
た（

（4
（

。

　

こ
の
交
渉
過
程
を
見
る
と
、
シ
モ
ン
が
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
に
基
づ
く
国
制
を
再
度
樹
立
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
こ
と
を
読
み

取
れ
る（

（4
（

。
し
か
し
外
人
を
カ
ウ
ン
シ
ル
に
入
れ
な
い
と
い
う
規
定
に
こ
だ
わ
っ
た
点
は
、
条
款
の
国
制
と
い
う
よ
り
、
六
月
と
八
月
の

王
令
「
統
治
の
形
式
」「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
和
」
の
主
張
を
踏
ま
え
て
い
る
。
国
王
が
望
む
国
制
と
改
革
者
た
ち
が
望
む
国
制
と
の
仲
裁

を
、
ル
イ
に
依
頼
し
た
こ
と
や
、
交
渉
役
を
司
教
に
依
頼
し
た
こ
と
は
一
二
五
八
年
の
場
合
と
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
破
門
状
が
公

開
さ
れ
た
一
〇
月
二
〇
日
以
後
は
交
渉
が
途
絶
え
、
こ
の
時
点
で
シ
モ
ン
は
、
リ
ュ
イ
ス
の
和
で
約
束
さ
れ
て
い
た
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

条
款
に
基
づ
く
国
制
の
修
正
と
い
う
路
線
を
、
諦
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
を
決
め
る
手
続
き
と
し
て
、
隣

国
国
王
や
教
皇
の
承
認
と
い
う
選
択
肢
は
選
択
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
外
的
承
認
や
聖
界
の
権
威
に
代
わ
っ
て
、「
統
治
の

形
式
」「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
和
」
を
正
式
の
国
制
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
被
治
者
の
同
意
を
得
る
と
い
う
、
王
国
内
的
な
手
続
き
が

次
に
必
要
な
課
題
と
な
っ
た
。
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三
八

五　

一
二
六
五
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト

　

一
二
六
四
年
一
二
月
一
四
日
に
高
位
聖
職
者
や
世
俗
諸
侯
宛
に
、
一
月
二
〇
日
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
予
定
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
へ
の
召
集

状
が
国
王
の
名
前
で
発
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
四
日
に
州
の
シ
ェ
リ
フ
と
都
市
当
局
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
騎
士
二
名
、
都
市
民
二
名

を
派
遣
す
る
よ
う
召
集
状
が
発
行
さ
れ
た
。
一
二
六
五
年
一
月
二
〇
日
に
は
五
港
都
市
に
対
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
四
名
を
派
遣
す

る
よ
う
召
集
状
が
発
行
さ
れ
た（

（5
（

。
召
集
状
に
記
さ
れ
た
議
題
に
つ
い
て
は
、「
エ
ド
ワ
ー
ド
を
釈
放
す
る
た
め
、
そ
し
て
鎮
静
と
平
和

の
完
全
な
保
証
を
確
定
し
最
終
的
に
完
成
す
る
た
め
、
そ
し
て
神
の
名
誉
と
王
国
全
体
の
有
利
さ
の
た
め
に
、
ま
た
余
の
王
国
が
貴
下

等
の
助
言
や
聖
俗
諸
侯
の
助
言
な
し
に
は
決
着
し
た
く
な
い
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
と
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

エ
ド
ワ
ー
ド
の
釈
放
問
題
は
リ
ュ
イ
ス
の
和
以
来
の
懸
案
事
項
で
、
九
～
一
〇
月
の
交
渉
の
場
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
も
う

一
つ
の
議
題
で
あ
る
「
そ
の
他
の
事
項
」
と
は
何
か
。
こ
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
終
了
し
た
際
に
公
表
さ
れ
た
国
王
の
三
月
八
日
の
声
明

に
拠
れ
ば
、「
余
は
、
聖
書
に
か
け
て
、
そ
の
王
令
と
平
和
決
議
を
忠
実
に
遵
守
し
、
余
の
王
国
の
平
静
さ
を
維
持
し
、
そ
れ
に
敵
対

す
る
何
ご
と
も
な
さ
な
い
こ
と
を
宣
誓
し
た
」
と
あ
る
。「
そ
の
王
令
と
平
和
決
議
」
と
は
前
年
六
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
合
意
し
た

王
令
で
あ
る
「
統
治
の
形
式
」
と
八
月
の
「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
和
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
王
が
遵
守
す
る
と
国
王
が
約
束
し
た
こ
と
が
国
王

の
声
明
と
し
て
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
最
後
に
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
声
明
に
よ
っ
て
、
シ
モ
ン
が
意
図
し
て
い
た
「
統
治
の
形
式
」
の
国
制

と
し
て
の
制
定
は
達
成
さ
れ
た
。（
以
下
「
統
治
の
形
式
」
と
「
カ
ン
タ
ベ
リ
の
和
」
を
合
わ
せ
て
「
統
治
の
形
式
」
と
表
記
す
る
。）

カ
ウ
ン
シ
ル
に
統
治
権
を
委
ね
る
こ
と
を
国
王
が
承
認
し
、
そ
の
承
認
の
様
子
を
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
召
集
さ
れ
た
聖
俗
諸
侯
や
州
や
都

市
の
代
表
が
目
撃
し
た
か
ら
で
あ
る（

（5
（

。
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
国
政
を
担
う
権
力
者
た
ち
が
制
度
化
を
決
定
し
、
参
加
者
が
承
認
す
る
場
所

と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
こ
の
声
明
文
は
そ
の
後
各
州
へ
と
送
ら
れ
、
州
の
裁
判
集
会
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
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三
九

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

　

で
は
、
召
集
さ
れ
て
い
た
州
代
表
の
騎
士
や
都
市
代
表
の
市
民
は
、
前
年
六
月
の
「
統
治
の
形
式
」
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
決
議
や
、

六
五
年
一
月
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
そ
の
国
制
と
し
て
の
承
認
に
参
加
し
た
の
か
。（
マ
デ
ィ
コ
ッ
ト
は
そ
の
説
を
肯
定
し
て
い
る（

（5
（

。）
従

来
の
教
科
書
の
説
明
で
は
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
構
成
員
と
し
て
決
議
に
参
加
し
た
と
の
認
識
を
持
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の

真
偽
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
一
二
六
五
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
は
、
前
年
六
月
の
王
令
を
正
式
国
制
と
し
て
確
認
し
た
だ
け
で

あ
っ
て
、
新
た
な
国
制
を
打
ち
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
王
令
を
決
定
し
た
一
二
六
四
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
お
け
る
騎
士

の
役
割
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

一
二
六
四
年
六
月
四
日
国
王
ヘ
ン
リ
三
世
の
名
前
で
次
の
よ
う
な
令
状
を
発
行
し
た
。
す
な
わ
ち
各
州
に
治
安
官
を
任
命
し
、
彼
ら

に
対
し
て
高
位
聖
職
者
、
大
諸
侯
、
そ
の
他
の
臣
下
た
ち
と
、
王
や
王
国
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の

分
別
の
あ
る
騎
士
四
名
を
同
意
に
基
づ
い
て
選
び
、
六
月
二
二
日
ロ
ン
ド
ン
で
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
へ
送
る
よ
う
に
と（

（5
（

。
実
際
に
何
人
の

騎
士
が
参
集
し
た
の
か
を
示
す
史
料
は
現
存
し
な
い
。
六
月
二
二
日
に
開
催
さ
れ
た
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
は
、
上
記
の
ご
と
く
そ
の
内
容

を
検
討
し
た
「
統
治
の
形
式
」
と
呼
ば
れ
る
王
令
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
決
定
に
は
騎
士
は
参
加
し
た
の
か
。
前
文
に
は
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。「
以
下
は
国
王
と
彼
の
息
子
エ
ド
ワ
ー
ド
、
そ
し
て
高
位
聖
職
者
、
王
国
の
全
て
の
有
力
者
、
そ
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
王
国
全
体
の
共
同
体
に
よ
っ
て
共
通
し
て
同
意
さ
れ
た
平
和
の
形
式
で
あ
る
。」
さ
ら
に
本
文
に
は
「
こ
の
王
令
は
…
国
王
陛
下
と

高
位
聖
職
者
、
バ
ロ
ン
た
ち
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
時
出
席
し
て
い
た
共
同
体
の
同
意
、
意
思
、
そ
し
て
命
令
を
得
て
作
ら
れ
た
」
と
あ

る（
（5
（

。
ト
レ
ハ
ン
は
、
こ
こ
に
は
騎
士
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
上
記
の
よ
う
に
召
集
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
全
体
の
共
同
体
」
は
州
代
表
の
騎
士
た
ち
の
団
体
と
み
な
し
得
る
、
と
述
べ
て
い
る（

（5
（

。
果
た
し
て
こ
の
想
定
は

実
証
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
六
月
の
王
令
は
一
二
六
五
年
一
月
開
催
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
出
席
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
三

月
に
公
表
さ
れ
た
国
王
声
明
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
余
と
余
の
息
子
エ
ド
ワ
ー
ド
、
伯
、
バ
ロ
ン
そ
し
て
余
の
王
国
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四
〇

の
共
同
体
の
合
意
に
よ
り
、
王
国
の
平
和
の
た
め
に
エ
ド
ワ
ー
ド
と
余
の
甥
の
ヘ
ン
リ
が
人
質
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

保
証
の
た
め
に
、
以
下
の
こ
と
が
合
意
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
余
の
治
世
四
八
年
（
一
二
六
四
年
）
六
月
に
ロ
ン
ド
ン

に
お
い
て
、
余
と
高
位
聖
職
者
、
伯
、
バ
ロ
ン
の
満
場
一
致
の
合
意
に
よ
っ
て
、
余
と
余
の
王
国
の
状
態
に
つ
い
て
作
ら
れ
た
王
令
が
、

不
可
侵
に
遵
守
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
で
あ
る（

（5
（

。」
第
一
文
で
は
「
王
国
の
共
同
体
」
は
バ
ロ
ン
と
は
別
に
書
か
れ
て
い
る
。
エ
ド

ワ
ー
ド
が
人
質
と
な
っ
た
の
は
リ
ュ
イ
ス
の
戦
い
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
戦
場
に
は
騎
士
も
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

共
同
体
が
そ
の
場
に
い
た
騎
士
た
ち
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
第
二
文
は
、
六
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
時
に
決
定
さ
れ
た

王
令
が
、
王
と
高
位
聖
職
者
、
伯
、
バ
ロ
ン
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
決
定
者
の
中
に
は
「
共
同
体
」
や
「
騎

士
」
の
語
は
全
く
入
っ
て
い
な
い
。
上
に
見
た
よ
う
に
、
六
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
王
令
の
決
定
に
つ
い
て
の
声
明
で
は
、
騎
士
の

語
は
用
い
ら
れ
ず
、「
王
国
全
体
の
共
同
体
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ト
レ
ハ
ン
は
「
共
同
体
」
を
騎
士
の
団
体
と
み
な
し
た
が
、

そ
の
証
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
二
六
五
年
三
月
の
声
明
で
は
、
前
年
六
月
の
決
定
に
は
高
位
聖
職
者
、
伯
、
バ
ロ
ン
が
参
加

し
た
の
で
あ
る
と
の
み
書
か
れ
て
お
り
、
騎
士
の
参
加
を
確
認
で
き
な
い
。
そ
の
時
点
で
は
、
シ
モ
ン
と
そ
の
支
持
者
た
ち
は
、
騎
士

を
王
令
の
内
容
を
決
定
し
得
る
権
力
を
保
有
す
る
者
と
は
見
て
い
な
か
っ
た
。

　

三
月
八
日
の
国
王
声
明
の
文
案
を
考
え
た
の
は
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
と
彼
の
支
持
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。
文
中
に
次
の
個
所

が
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う
に
想
定
し
得
る
。「
前
述
の
人
々
（
レ
ス
タ
伯
と
グ
ロ
ス
タ
伯
と
そ
の
支
持
者
）
に
敵
対
し
て
行
動
す
る

な
ら
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
対
し
て
危
害
を
呼
ぼ
そ
う
と
す
る
な
ら
、
あ
る
い
は
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、
王
国
の
誰
で
あ
れ
、
余
に

敵
対
し
て
立
ち
上
が
る
こ
と
、
ま
た
余
に
敵
対
す
る
人
々
に
で
き
る
限
り
の
力
を
貸
す
こ
と
は
合
法
で
あ
る（

（5
（

。」
国
王
自
身
が
こ
の
文

を
書
く
は
ず
は
な
く
、
こ
の
文
に
は
レ
ス
タ
伯
ら
の
強
い
意
志
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
レ
ス
タ
伯
に
と
っ
て
、
前
年
六
月
の
「
統

治
の
形
式
」
を
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
決
議
し
た
の
は
高
位
聖
職
者
、
伯
、
バ
ロ
ン
で
あ
っ
て
、
騎
士
を
含
ま
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
シ
モ
ン
は
国
制
を
決
定
し
得
る
の
は
国
王
と
封
建
的
主
従
関
係
に
あ
る
者
と
い
う
認
識
の
下
に
、「
統
治
の
形
式
」
を
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四
一

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

決
議
し
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
直
臣
に
よ
る
承
認
を
求
め
た
と
い
え
る
。
三
月
八
日
の
国
王
声
明
に
も
、
騎
士
の
語
も
都
市
民
の
語
も

全
く
登
場
し
な
い
。
先
に
は
、「
統
治
の
形
式
」
に
用
い
ら
れ
た
「
共
同
体
」
は
騎
士
の
団
体
を
示
し
て
お
り
、
彼
ら
が
決
議
に
参
加

し
た
と
み
な
す
解
釈
が
ト
レ
ハ
ン
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
三
月
の
国
王
声
明
で
は
、
そ
の
解
釈
が
否
定
さ

れ
て
い
る
。
騎
士
は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
召
集
さ
れ
た
が
そ
こ
で
の
決
議
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。

　

で
は
六
月
の
声
明
文
の
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
全
体
の
共
同
体
」
の
役
割
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
声
明
文
を
注
意
し
て
読
ん
で
み

よ
う
。
前
文
で
は
、「
共
通
し
て
同
意
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
聖
俗
諸
侯
と
共
同
体
と
は
、
決
定
で
は
な
く
「
同
意
」
し
た
と
書
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
本
文
で
は
国
王
、
聖
俗
諸
侯
に
付
け
加
え
て
、「
そ
し
て
そ
の
時
出
席
し
て
い
た
共
同
体
の
同
意
、
意
思
、
そ
し
て
命

令
を
得
て
作
ら
れ
たH

ec autem
 ordinatio facta fuit Londoniis de consensu, voluntate et precepto dom

ini regis, 

necnon prelatorum
, baronum

 ac etiam
 com

m
unitatis tunc ibidem

 presentis

」
と
あ
る（

（5
（

。
こ
の
文
は
、
共
同
体
は
そ
の
時

に
は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
決
定
の
場
に
出
席
し
て
い
て
、
国
王
と
聖
俗
諸
侯
の
決
定
に
同
意
し
た
、
と
も
解
し
得
る
。

　

騎
士
が
出
席
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
な
の
で
、
こ
こ
で
の
共
同
体
が
騎
士
を
含
ん
で
い
る
と
解
釈
で
き
る
可
能
性
は
あ
る
。
マ
デ
ィ

コ
ッ
ト
は
共
同
体
に
騎
士
が
含
ま
れ
る
か
否
か
は
決
定
的
証
拠
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
騎
士
が
議
論
に
参
加
し
た
、
と
み
な
し
て
い

る（
（5
（

。
し
か
し
共
同
体
が
、
騎
士
の
団
体
を
指
す
と
み
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
議
論
も
あ
り
う
る
。
各
州
の
思
惑
は
異
な
る
の

で
、
州
代
表
の
騎
士
た
ち
が
州
か
ら
中
央
へ
と
も
た
ら
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
の
意
向
が
、
簡
単
に
統
合
さ
れ
て
共
通
の
意
向
を
形
成

で
き
た
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
王
令
を
可
決
し
た
い
召
集
者
か
ら
見
れ
ば
、
異
な
る
利
害
を
持
つ
州
や
そ
の
代
表
者
の
意
向
は
さ
て
お

い
て
、
聖
俗
諸
侯
か
ら
な
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
共
同
体
の
中
に
州
代
表
者
を
も
含
め
て
、
出
席
者
全
て
を
「
王
国
全
体
の
共
同

体
」
と
呼
ん
で
決
議
に
同
意
し
た
と
書
き
残
す
こ
と
は
、
意
味
が
あ
っ
た
。
隣
国
国
王
や
教
皇
の
承
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、

こ
の
王
令
が
王
国
内
の
統
一
意
見
と
し
て
主
張
し
得
る
根
拠
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
そ
の
時
そ
こ
に
出
席
し
て
い

た
」
の
語
は
、
決
定
者
と
い
う
よ
り
も
、
目
撃
者
或
い
は
現
場
証
人
と
し
て
の
州
代
表
の
存
在
価
値
を
意
味
す
る
と
も
読
め
る
。
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四
二

　

一
月
開
催
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
へ
は
都
市
代
表
も
召
集
さ
れ
て
い
た
が
、
決
議
の
際
の
声
明
文
に
は
、
都
市
の
語
は
全
く
登
場
し
な
い
。

共
同
体
と
し
て
の
都
市
の
利
害
は
個
別
に
異
な
り
相
互
に
対
立
も
し
て
い
た
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
都
市
の
統
一
的
共
同
体
と
呼
べ
る
現
実

は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

三
月
の
国
王
の
声
明
の
内
容
は
、
す
で
に
二
月
半
ば
に
は
決
定
さ
れ
て
い
た（

（6
（

。
二
月
一
四
日
に
ヨ
ー
ク
シ
ア
の
シ
ェ
リ
フ
宛
に
国
王

は
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
出
席
し
て
い
た
騎
士
た
ち
の
旅
費
を
州
全
体
で
負
担
す
る
よ
う
に
命
じ
る
令
状
を
発
行
し
た（

（6
（

。
騎
士
た
ち
は
そ

の
日
以
後
は
ロ
ン
ド
ン
を
離
れ
た
の
で
、
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
そ
の
後
の
議
論
（
エ
ド
ワ
ー
ド
の
釈
放
条
件
に
つ
い
て
の
詳
細
決
定
）

に
は
参
加
し
て
い
な
い
。
二
月
二
三
日
に
は
シ
ュ
ロ
プ
シ
ァ
と
ス
タ
フ
ォ
ド
シ
ァ
の
シ
ェ
リ
フ
宛
に
国
王
は
、
そ
れ
ら
の
州
か
ら
騎
士

が
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
へ
送
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
す
ぐ
に
送
れ
と
命
じ
て
い
る（

（6
（

。
言
い
換
え
れ
ば
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
三
月
八
日
付
の

声
明
発
表
ま
で
続
い
て
い
た
が
、
騎
士
は
そ
こ
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

騎
士
た
ち
は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
召
集
さ
れ
、
出
席
し
た
が
、
議
論
や
議
決
に
参
加
し
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
同
意
し
た
と
書
か
れ

て
い
る
が
、
州
や
都
市
ご
と
の
利
害
の
相
違
を
考
慮
す
る
と
、
意
見
を
統
一
し
て
賛
同
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
聖
俗
諸
侯
の
決
定

の
場
に
同
席
し
た
と
い
う
事
実
を
指
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
議
決
に
参
加
し
な
い
出
席
者
で
あ
れ
ば
、
今
日
の
議
会
用
語
で
い

え
ば
議
員
と
は
言
え
な
い
。
一
二
六
五
年
の
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
召
集
さ
れ
た
騎
士
た
ち
は
、
近
代
以

降
の
議
会
の
庶
民
院
の
議
員
に
あ
た
る
と
は
言
え
な
い
。

六　

召
集
さ
れ
た
騎
士
の
役
割

　

召
集
さ
れ
た
騎
士
た
ち
が
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
議
論
し
決
議
し
た
こ
と
が
実
証
で
き
な
い
と
す
る
と
、
彼
ら
は
何
の
目
的
で
召
集
さ
れ

た
の
か
。
一
二
六
四
年
一
二
月
に
は
、
六
月
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
、
遵
守
が
義
務
付
け
ら
れ
た
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
条
款
を
、
各
州
の

州
裁
判
集
会
で
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
と
の
命
令
が
下
さ
れ
た（

（6
（

。
さ
ら
に
二
月
、
国
王
か
ら
シ
ェ
リ
フ
宛
に
旅
費
支
給
の
令
状
が
発
行
さ
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四
三

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

れ
、
騎
士
は
帰
郷
さ
せ
ら
れ
た
の
で
、
三
月
八
日
ま
で
ロ
ン
ド
ン
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
い
た
聖
俗
諸
侯
た
ち
の
面
前
で
の
国
王
声
明
の

場
に
は
立
ち
会
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
声
明
の
最
後
に
は
次
の
文
面
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
国
王
声
明
は
「
ヨ
ー
ク
シ
ァ
の
総
て
の
者
」

宛
に
送
ら
れ
た（

（6
（

。「
こ
れ
ら
の
こ
と
（「
統
治
の
形
式
」、
大
憲
章
、
御
料
林
憲
章
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
条
款
）
が
、
王
役
人
や
す
べ

て
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
よ
う
、
各
自
が
聖
書
に
か
け
て
宣
誓
す
る
よ
う
命
じ
る
。
余
は
証
書
や
王
令
を
、
こ
の
こ
と
の
証

拠
と
し
て
そ
れ
ら
が
各
州
の
信
用
あ
る
人
の
管
理
下
に
保
管
さ
れ
る
よ
う
、
国
璽
付
き
で
州
の
総
て
の
者
に
送
る
。
今
後
は
、
誰
で
あ

れ
こ
れ
ら
の
事
柄
を
知
ら
ぬ
者
が
無
い
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
で
年
二
回
こ
の
声
明
が
大
声
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
よ
う
命
じ
る
。
最

初
の
公
表
は
次
の
イ
ー
ス
タ
後
の
最
初
の
州
裁
判
集
会
で
、
第
二
回
目
は
次
の
ミ
ク
ル
マ
ス
の
後
の
最
初
の
裁
判
集
会
で
、
そ
の
後
は

毎
年（

（6
（

」
と
。

　

騎
士
た
ち
は
二
月
に
帰
郷
す
る
ま
で
に
は
、
前
年
六
月
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
決
議
し
た
「
統
治
の
形
式
」
の
承
認
は
終
わ
っ
て
い
た
か

ら
、
彼
ら
は
一
月
開
催
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
承
認
の
場
に
は
い
た
は
ず
で
あ
る
。
州
裁
判
集
会
で
「
統
治
の
形
式
」
な
ど
が
公
表
さ

れ
る
時
、
彼
ら
が
そ
の
承
認
過
程
を
目
撃
し
た
こ
と
が
州
の
自
由
人
た
ち
に
伝
え
ら
れ
れ
ば
、
州
の
住
民
た
ち
へ
の
説
得
力
を
持
ち
得

た
で
あ
ろ
う
。
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
議
事
進
行
の
目
撃
者
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
騎
士
た
ち
は
、（
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
都
市
民

も
）
各
州
（
や
都
市
）
で
の
公
表
時
に
は
、
中
央
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
諸
侯
が
決
議
す
る
様
子
を
地
域
の
住
民
に
証
言
し
得
る
者
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。
国
王
の
名
で
発
行
さ
れ
た
声
明
を
、
各
州
の
裁
判
集
会
で
読
み
上
げ
れ
ば
、
国
王
が
直
臣
以
外
の

自
由
土
地
保
有
者
に
対
し
て
も
国
制
維
持
の
約
束
を
宣
言
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
公
布
の
方
法
は
大
憲
章
の
時
に
も
見
ら
れ
、
今

回
が
初
め
て
で
は
な
い（

（6
（

。

　

し
か
し
今
回
は
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
意
味
を
持
っ
た
。
声
明
文
を
さ
ら
に
読
む
と
次
の
文
言
が
み
え
る
。「
上
記
の
事
柄
に
関
し

て
余
は
、
自
由
意
思
で
彼
ら
の
裁
判
や
強
制
に
身
を
委
ね
る
こ
と
を
認
め
、
教
皇
が
彼
の
主
導
権
で
余
に
与
え
た
、
或
い
は
与
え
る
か

も
し
れ
な
い
特
権
を
完
全
に
破
棄
す
る（

（6
（

」
と
。
こ
れ
は
直
接
に
は
一
二
六
四
年
秋
の
教
皇
特
使
に
よ
る
シ
モ
ン
た
ち
へ
の
破
門
宣
告
へ
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四
四

の
拒
否
反
応
で
あ
ろ
う
が
、
遡
れ
ば
一
二
六
一
年
の
教
皇
に
よ
る
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
の
否
認
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
と
い
う
こ

と
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
国
制
を
承
認
す
る
権
限
を
、
教
皇
に
は
認
め
な
い
と
い
う
の
が
こ
の
時
点
で
の
シ
モ
ン
の
決
断
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
国
外
の
諸
勢
力
や
権
威
に
よ
る
承
認
を
欠
く
と
、
頼
る
べ
き
は
王
国
内
住
民
の
承
認
で
あ
り
、
そ
れ
は
統
治
者
に
よ
る
被

治
者
へ
の
約
束
の
対
価
と
な
る
。
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
家
の
ヘ
ン
リ
三
世
が
、
フ
ラ
ン
ス
王
や
教
皇
の
権
威
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国

の
統
治
権
を
権
威
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

召
集
さ
れ
た
騎
士
が
シ
モ
ン
の
期
待
に
ど
こ
ま
で
応
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
シ
モ
ン
に
は
ほ
か
に
頼
る
べ
き
世
俗
的
よ
す
が
は

無
か
っ
た
。
声
明
文
に
は
次
の
文
言
も
見
ら
れ
る
。「
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
決
議
さ
れ
た
上
記
の
諸
項
目
が
固
く
ゆ
る
が
せ
に
さ
れ
ず
に

維
持
さ
れ
る
よ
う
、
余
の
と
り
な
し
に
よ
り
こ
の
王
国
へ
と
叙
任
さ
れ
て
い
る
司
教
猊
下
は
、
も
し
将
来
誰
か
が
こ
の
命
令
の
い
ず
れ

か
に
で
も
意
図
的
に
反
対
し
た
り
、
反
対
す
る
結
果
に
な
る
行
動
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
破
門
を
宣
告
す
る
こ
と
に

な
る（

（6
（

」
と
。
こ
の
手
続
き
も
こ
れ
が
最
初
で
は
な
い
が
、
シ
モ
ン
は
司
教
の
支
持
を
頼
み
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
や
当
時
の
神
学
者
の

世
界
観
の
中
に
自
ら
の
国
制
を
位
置
づ
け
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
州
の
住
民
の
意
向
を
、
州
の
代
表
と
し
て
の
騎
士
が
発
言
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
議
論
の
結
果
と
し
て
国

制
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
近
代
議
会
の
特
徴
は
、
一
二
六
四
年
、
六
五
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
は
全
く
見
い
だ
さ
れ
な
い
。

騎
士
た
ち
は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
の
権
力
者
た
ち
の
決
議
の
目
撃
者
で
し
か
な
か
っ
た
し
、
都
市
民
の
存
在
は
、
召
集
状
以
外
に
は
全
く

確
認
さ
れ
な
い
。
事
実
上
の
召
集
者
で
あ
っ
た
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
が
騎
士
や
都
市
民
の
利
害
を
考
慮
し
た
政
策
を
持
っ
て

い
た
と
い
う
証
拠
も
な
い
。
諸
侯
が
騎
士
や
都
市
民
に
議
決
権
を
認
め
た
と
い
う
証
拠
も
な
い
。
六
五
年
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
で
承
認
さ

れ
た
国
制
は
、
王
国
領
有
者
と
し
て
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
家
か
ら
、
王
国
統
治
権
を
諸
侯
の
カ
ウ
ン
シ
ル
へ
委
任
す
る
手
続
き
を
制
度
化
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四
五

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

し
た
点
が
新
し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
数
か
月
後
に
、
レ
ス
タ
伯
シ
モ
ン
の
戦
死
と
と
も
に
崩
壊
し
た
。

註（
1
）		D

ocum
ents of the Baronial M

ovem
ent of R

eform
 and 

R
ebellion 1258-1267, T

reharne, R. F. and Sanders, I. J., 
O

xford, 1973, pp. 304~7 (hereafter D
BM

);

（
2
）		C

lose R
olls, (C

R
 hereafter) 264~68, pp. 108-9; 

M
addicott, T

he O
rigins of E

nglish the P
arliam

ent, 
O

xford, 2010, p. 261. (Parliam
ent hereafter) 

三
月
一
九
日

に
は
、
命
令
に
従
わ
な
い
辺
境
諸
侯
を
次
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
へ
出

頭
さ
せ
る
と
の
王
令
を
発
行
し
た
。
そ
の
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
六
月

一
日
に
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
も
、
五
月
一
五
日

に
決
ま
っ
た
の
で
、
三
月
時
点
で
は
シ
モ
ン
は
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を

継
続
し
て
開
催
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
以
下
本
文
で
の
説

明
に
は
次
の
文
献
を
多
く
使
用
し
た
。D

B
M

, pp. 51~3; 
Pow

icke, F. M
., T

he T
hirteenth Century, O

xford, 1953, 
pp. 197~8 (hereafter 13th Cent.,); D

o., K
ing H

enry III 
and the L

ord E
dw

ard, O
xford, 1947, pp. 488~9 

(hereafter K
ing H

enry III); 

城
戸
毅
『
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の

世
紀
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
、
一
五
三
～
四
頁
。

（
3
）		D
BM

, pp. 308~15.

（
4
）		

本
稿
の
内
容
は
二
〇
二
〇
年
九
月
二
六
日
に
佛
教
大
学
鷹
陵
史

学
会
で
行
わ
れ
た
講
演
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
時
間
の
関
係

で
当
日
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
内
容
を
も
含
ん
で
い
る
。

（
5
）		

拙
著
『
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
乱
』
京
都
大
学
学
術

出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
。

（
6
）		

城
戸
前
掲
書
、
一
一
六
頁
。

（
7
）		

拙
稿
「
バ
ロ
ン
の
反
乱
と
一
二
五
八
～
六
五
年
の
王
国
共
同

体
」『
法
制
史
研
究
』
五
六
巻
、
二
〇
〇
七
年
、
一
～
三
九
頁
。

（
8
）		

一
二
六
一
年
六
月
一
二
日
公
表
、
城
戸
前
掲
書
、
一
三
五
頁
。

六
二
年
二
月
ウ
ル
バ
ン
四
世
も
確
認
、
同
書
、
一
三
七
頁
。

（
9
）		Pow

icke, K
ing H

enry III, pp. 422~5.

（
10
）		Pow

icke, 13th Cent., pp. 170~1.

（
11
）		

城
戸
前
掲
書
、
一
三
四
頁
。

（
12
）		Clanchy, M

., ‘D
id H

enry III have a policy?’, H
istory, 

53, 1968; D
o., ‘T

he F
ranchise of R

eturn of W
rits’, 

T
ransactions of the R

oyal H
istorical Society, 5th ser., 

vol. 17, 1967.

（
13
）		M

addicott, J. R., Sim
on de M

ontfort, Cam
bridge U

P., 
1994, p. 161. (hereafter M

addicott, Sim
on) N

angis, ‘V
ie 

de St. Louis’, ‘Chronicon Guillaum
e de N

angis’, R
ecureil 

des H
istroiens des G

aules, 20, pp. 414, 557. (BnF, Gallica, 
accessed on 2021, 8, 1.)

（
14
）		A

ltschul, M
., A

 B
aronial F

am
ily in M

edieval 
E

ngland: T
he Clares 1217-1314, Johns H

opkins U
P., 

1965, pp. 110~121; 

拙
著
『
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の

乱
』、
第
七
章
「
ア
ー
ミ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
陪

審
員
た
ち
と
グ
ロ
ス
タ
伯
の
リ
ー
ト
裁
判
権
」
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四
六

（
15
）		

オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
款
の
第
一
一
条
。D

B
M

, doc.2, pp. 
76~7.

（
16
）		

拙
著
『
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
乱
』
第
五
章
「
一
二

六
八
年
の
特
別
巡
回
裁
判
記
録
と
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
シ
ァ
の
反
乱
者

た
ち
」

（
17
）		
城
戸
前
掲
書
、
一
三
六
頁
。

（
18
）		Calendar of Patent R

olls, 1258-66, pp. 268~70.

（CPR
 

hereafter
）

（
19
）		

城
戸
前
掲
書
、
一
四
二
頁
。D

BM
, pp. 40~42.

（
20
）		D

BM
, pp. 43~44. docs. 37A

, B, C., pp. 252~279.

（
21
）		D

BM
, doc. 38, pp. 280~9.

（
22
）		D

B
M

, p. 47. T
reharne, R

. F
., ‘T

he B
attle of 

N
ortham

pton’, N
ortham

ptonshire Past and Present, ii, 
1955, pp. 13~30.

（
23
）		Carpenter, D

., T
he B

attles of L
ew

es and E
vesham

 
1264/65, M

ercia Publications, Staffordshire, 1987, pp. 
19~20; Gilson, J. P., ‘A

n unpublished notice of the battle 
of Lew

es’, E
nglish H

istorical R
eview

 (hereafter E
H

R
), 

xi, 1896, pp. 520-22. M
addicott, J. R

., ‘T
he M

ise of 
Lew

es’, 1264, E
H

R
, xcviii, 1983, pp. 588~603.

（
24
）		D

BM
, pp. 47~8.

（
25
）		D

enholm
=

Y
oung, N

., ‘D
ocum

ents of the B
arons’ 

W
ars’, E

H
R

, xlviii, 1933, pp. 55~75.

（
26
）		C

P
R

, 1258~66, pp. 370~1, 347; R
ishanger, T

he 
Chronicle of W

illiam
 de R

ishanger, ed. J. O
. H

alliw
ell, 

Cam
den Society, 1840, p. 37; CPR

, 1258~66, p. 318.

に
も

言
及
あ
り
。

（
27
）		C

R
, 1261~64, pp. 385~6. W

ykes, R
. S., 1869, p. 152; 

Flores, R. S., 1890, iii, pp. 260~1; A
nt. Leg. V

icecom
., p. 

63.

も
同
内
容
。

（
28
）		M

addicott, ‘M
ise of Lew

es’, pp. 590-3; R
ishanger, p. 

30.

（
29
）		M

addicott, op. cit., p. 596.

（
30
）		Ibid., pp. 600~1.

（
31
）		Ibid., p. 602.

（
32
）		C

arpenter, ‘Sim
on de M

ontfort and the M
ise of 

Lew
es’, Bulletin of the Institute of H

istorical R
esearch, 

58, 1985, 1~11

、
本
稿
で
はT

he R
eign of H

enry III, 
H

am
bledon edition, 1996, pp. 281~292 

か
ら
引
用
す
る
。

（
33
）		Carpenter, op. cit., 282-3.

（
34
）		

グ
ロ
ス
タ
伯
は
翌
年
五
月
に
シ
モ
ン
を
見
限
る
際
、
オ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
条
款
と
リ
ュ
イ
ス
の
和
が
守
ら
れ
て
い
な
い
、
と
苦
情

を
述
べ
て
い
る
。A

ntiquibus Legibus Liber, ed. T
hom

as 
Stapleton, Cam

den Society, 1847, p. 73.

（
35
）		Carpenter, op. cit., p. 283.

（
36
）		D

BM
, doc. 40, pp. 294~99.

（
37
）		D

BM
, doc. 5, pp. 104~5.

（
38
）		D

BM
, pp. 102-3, cl. 8 

に
は
、
カ
ウ
ン
シ
ル
へ
は
「
こ
の
国

の
人
々m

en of the land

」
の
み
選
出
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
や
ピ
ー
タ
・
オ
ブ
・
サ
ヴ
ォ

ワ
は
サ
ヴ
ォ
ワ
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
人
と
はaliens

王
国
に

帰
属
し
な
い
者
を
指
し
、foreigners

異
国
地
か
ら
の
来
訪
者
で
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四
七

庶
民
院
の
創
始
？
一
二
六
五
年
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
議
会

は
な
い
と
想
像
さ
れ
得
る
。

（
39
）		M

addicott

は
、「
統
治
の
形
式
」
は
シ
モ
ン
が
騎
士
層
の
支

持
を
得
る
た
め
に
、
地
方
の
不
満
調
査
を
盛
り
込
ん
だ
オ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
条
款
の
復
活
を
意
図
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ

の
証
拠
は
こ
の
文
書
に
は
な
い
。

（
40
）		D

BM
, pp. 296~7.

（
41
）		Foedera, 1816, Rec. Com

., I, i, p. 444; CPR
, 1258~66, 

pp. 360~2, 291.

（
42
）		M

addicott, Sim
on, pp. 290~93.

（
43
）		M

addicott, Sim
on, pp. 293, 303. H

eidem
ann, J., Papst 

Clem
ens IV

, M
unster, 1896, N

o. 20; Foedera, I, i, p. 447.

（
44
）		M

addicott, op. cit., pp. 293~7

（
45
）		D

iplom
atic D

ocum
ents, i, 1964, p. 393; CPR

, 1258~66, 
pp. 370~1.

（
46
）		H

eidem
ann, J., Papst Clem

ens IV
, M

ünster, 1903, N
os. 

41, 42; C
arpenter, ‘K

ing H
enry III’s Statute against 

A
liens’, E

H
R

, cvii, 1992, p. 941, D
BM

, pp. 262~3.

（
47
）		M

addicott, Sim
on, p. 300.

（
48
）		Bém

ont, Sim
on de M

ontfort, Paris, 1884, p. 378.

（
49
）		M

addicott. Sim
on, pp. 304~5. 

教
会
改
革
と
は
マ
デ
ィ
コ
ッ

ト
に
よ
れ
ば
、
教
皇
庁
が
外
人
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
職
禄
を
宛

が
う
政
策
を
と
り
続
け
て
い
る
こ
と
へ
の
反
発
と
、
そ
の
改
革
で

あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
同
時
期
に
開
か
れ
て
い
た
教
会
会
議
の

議
事
は
、
む
し
ろ
王
国
と
教
会
と
の
権
利
関
係
で
あ
っ
た
。

（
50
）		D

BM
, docs. 41A

, B.

（
51
）		D
BM

, doc. 42, pp. 308~15.

（
52
）		M

addicott, Parliam
ent, pp. 259~60.

（
53
）		D

BM
, pp. 292~3

（
54
）		D

BM
, pp. 294~9.

（
55
）		T

reharne, R
. F

., Sim
on de M

ontfort and B
aronial 

R
eform

, H
am

bledon, 1986, pp. 269-80.

（
56
）		D

BM
, pp. 308~09.

（
57
）		D

BM
, pp. 310~11.

（
58
）		D

BM
, p. 298.

（
59
）		M

addicott, Parliam
ent, pp. 256, 259.

（
60
）		D

BM
, p. 53.

（
61
）		D

BM
, doc. 41C.

（
62
）		D

BM
, doc. 41D

.

（
63
）		M

addicott, Parlialm
ent, p. 258

（
64
）		D

B
M

, pp. 308-9. Foedera

で
は
エ
セ
ッ
ク
ス
宛
に
な
っ
て

い
る
。

（
65
）		D

BM
, pp. 308~15.

（
66
）		Carpenter, D

., M
agna Carta, Penguin, 2015, p. 374.

（
67
）		D

BM
, pp. 314~5

（
68
）		D

BM
, pp. 314~5.

（
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金 18K

01053 

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部

で
あ
る
。）
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